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序 臨時教育審議会設置構想をめぐって

　本論文rHの5」に引き続いて，かの「国際的批判」の鎮瀞後の教育政策

動向の分析を継続する。

　教科書法案および教育職員免許法「改正」法案の国会上程が見通しされた

なか，にわかに浮上してきたのが「臨時教育審議会」（以下∫「臨教審」）設置法

案の国会上程問題であるこごこで取り上げるのは『こめ臨教審設置構想の問

題てある。　　　　　　・”・”・＼・　　　　一　　“　　＾・　t－’一一
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　1983年暮の総選挙後，第二次中曾根内閣が発足し，自民党が新自由クラ

ブとの統一会派づくりに成功し，森喜朗文相（元自民党文教部会長）が新たに

文部行政の責任者に就任してから，この臨教審設置法案の国会上程がにわか

に浮上してきた。中曾根首相がこの臨教審設置構想（当初は「教育臨調」設置構

想として打ち出されていたもの）を公式に表明したのは1984年1月26日のこと

であったが，その後に事態はまさに日々刻々と「進歩」し，はやくも84年

3月19日には臨教審設置法案の最終案がまとめられるまでにすすみ，3月

27日の国会上程にまでもいっている。まことに驚くべきハイペースである。

この調子ですすめぽ，本論文が本『論集』に掲載される頃には，この臨教審

設置法案は，国会（内閣委員会）審議を経て，国会（衆参両院本会議）を通過

し，臨教審が発足するまでにいっているかもしれない。

　以下，この臨教審設置構想にいくつかの方面から論究するわけであるが，

もっとも重大な問題は，この臨教審なるものが「教育基本法の精神にのっと

り」設置されるものとされている（臨教審設置法案・最終案第1条）ことであ

る。果たして教基法の精神と臨教審設置とは相容れるものであるのか，首相

直属の教育諮問機関として臨教審を設置して，その答申を受けて首相が教育

「改革」を実行するというような教育行政執行の筋を教基法の精神は容認す

るのか，という問題である。本論文の序で私が研究主題としたいと考えてい

る問題は，つきつめるとこの問題である1）。

　　　〔註〕

　　1）　この臨教審設置法案のことに関して，私が本論文rllの7」の序でどこまで論及

　　できるか，紙数の関係からも，甚だ疑問である。また，1984年の前半期は，この

　　臨教審設置問題・教育改革問題をめぐって日本の教育政策は動くであろうからであ

　　　る。本論文で不足する箇所は逐次論及していくことにしようと思っている。

　臨時教育審議会の設置構想

　（1）突如として浮上してきた臨教審（「教育臨調」）設置プランについて，

その浮上の経過等を整理してみれば，以下のようになる（84年4月上旬まで）。
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教科書閲題≡1匠の：7一嚇野）

　　　　　　　一一。㌻一瞬購設醐辮の灘経過簸渓バ趨量こ　…
　　　　1983・6・15’一瀬障山文相1教免法・f改正」三港教養審に諮蘭。，き｝・；　　＿・

　　　・　　　6・30　中教審，教科書制度「改正」答申。　：1

　　　　　　11・15　、中教審・・教育内容等小委員会，「審議経過報告」・発表。

　　　　　　11・22　’教養審，教免法「改正」案答申。　　　・　　　・－

　　　　　　12・110　，首相，「教育改革，7つの構想」を発表。　．”，

　　　　1984二1・26　1政府，教育改革へ新機関設置方針を決定。

　　　　　　　1・30　　田中一郎日教組委負長，『文相との会談で新機関設置に反対の意向を

　　　　　　　　　　1表明きむ・∴　．　　　…　　　　　　・　　　　11　　＼’

　　　　　　’1・31　噛自民党の文教部会⑰文教制度調査会が新機関設置に同意。

　　　　　　　　　　　新自由クラブとも合意成立。　　　　　　　ttt

　　　　　　　2・江　そ首相・一交相会談で合意，1・新機関設置最終決定。

　　　　　・，2・4・　t首相，総理府に事務局を置く方針を表明。　　　－

　　　　　　　2・5　　甲中日教組委員長，教育研究全国集会でダ，「教育臨調」との対決を

　　　　　　　　　　鮮明化。

　　　　　∴2　lr・6’‘1首相，施政方針演説で新機関設｛醸方針を公式に打ち出す。

　　　　　：1・2足6．’・i石橋政嗣社会党委員長∫教育臨調は教育への権力介入」と批判。

　　　　　　　2・7　　自民党幹部（福田派），．首相の「教育臨調」構想を批判。

　　　　L，．．2・－8　．自民党政調会長，衆院本会議で，首相の「教育臨調」構想を批判。
　　’”　’SI”・い掌す∵旨杭参ム鱗での答弁で，「輔鰯溝想の具体化にあた。

　　tt重㌧一三㌧輩滝巌牛教育墓本法の精神を基本とする⊥「中教審の蓄積を尊重する小

　　：ジゴ、　h’　一・：　．：尋　　と弓圭調o　・　　t　’／　・　　・　　　　　　　　　　　　’　　　”：　・

・顯・3’ ㌔募璽，震ξ量㌶㌻圭繋瓢㌫驚㌶∫；
　　そこ：茸ヨ☆　三ご中ば久る」と答弁。　　　　　　　　　　　　　　”一・

　　11．・一．’に、、顕唖5二∵着相，衆院予算委で，「教育改革に当たって教育現場め生の声を反

　　江、ぶ慾㌍畔た同と・騨挙の日麹の参加を求めてい媚語る・

ぶぽ㌶三㍊㌔雛：竃；畿　　　　　・一
　　恒三　、：ほ；1嬉．詰”’≡≒首相直属，委員9915人（国会承認人事）；1設雇期．間〔3洋，5

　　ぶい：1’：”察二ぶ三蔦；月発足・・等「m’－t　　　　　∵　・．’・・－i・z’・．・tl∵，㌻・

　　一一無㌃璽暴難隷案固める・　　…，・恒・・．．・．・ir．．／，．，・・

　　畠一”　r3it　9°t’民社党，運動方針案で「教育」への積極対応をうたう。

　　顯睡託5冠襲詩議組類亮「下ヵ・ら磁罰碑菱」’漣赫げ言鷺蘂丁「淫
’

己「・．．里鯉瀕教審設置法案原案固まる・　　　…・・三ぺご・野ば
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　民社党，「教育改革に関する提言」まとめる。

　公明党，「日教組参加が条件」と参加態度を表明。

　首相と文相，新機関の名称を「臨時教育審議会」とする，委員数を

25人以内とする，設置期間を3年とする，で合意。

　政府，臨教審設置法案最終案まとめる。

　社会党，「中教審軸に教育改革を」の対案をまとめる。

　文教懇，教育改革に関する「提言」を首相に提出。

　教免法「改正」法案を閣議決定，国会提出。

　政府，臨教審設置法案を閣議決定，国会提出（29日）。

　日教組，臨教審設置法案・教免法「改正」法案の国会提出に反対見

解。

　民社党，「教育」での与野党政策協議をと自民党に申し入れ。

　「全国教職員懇談会」常任世話人会がアピール「教育臨調を阻止し，

国民の期待にこたえる教育改革を」を発表。

　日教組，教育改革試案をまとめる。

　自民党，教育改革問題で与野党政策協議をと野党に申し入れ。

　日教組，臨時大会で臨教審参加に柔軟姿勢，不参加提案を否決。

　自民党と野党との個別の教育改革協議。

　この経過等の概観からもわかるように，臨教審設置構想は1984年1月末

から突如として浮上してきたものであって，83年12月段階では，首相は

「文相をして第14期中教審に学制改革問題を諮問させる」と語っていたので

ある。その後，この臨教審設置構想の具体化は急ピッチですすみ，首相が

84年1月26日に公式にその設置構想を打ち出してから，はやくも同年3月

27日には臨教審設置法案を国会に提出するまでにいったのである。

　（2）　臨教審設置に向けての首相の強引な手法は，同じ自民党内（非主流

派）からさえ批判が出ているほどに，拙速に過ぎることは否定できない。今

秋の総裁選をねらっただけのものともいわれるゆえんである。加えて，この

臨教審を設置して首相がどのような教育「改革」を実行しようとしているの

か，この点が不明確なままであることも，「拙速に過ぎる」という批判を免

れない理由である。6・3制の制度そのものの見直しなど，果たして可能な

のであろうか1）。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教科書問題；IIの7－（勝野）

　（3＞84年2月6日，首相ほ衆参両院本会議で施政方針漬説巻行“，1二その

なかの」 「21世紀への礎づくり一3つの改章め推進∫の項で∴行政改革；←

財政改革，教育改革の3つを上げ，第三の教育改革の箇所では「今こそ，来

るべき21世紀を展望し，教育全般にわたる改革を断行する時期に来ている

と考える」と述べつつ，「教育臨調」設置構想を公式に打ち出している。

　「教育理念，幼児教育，⑥・3‘3・4制を始めとする教育制度○教育内容，

　教員の資質，入試制度，海外子女教育，家庭や社会教育等広範な分野にわ

　たっての論議と改革を目指していく。（中略）このため，内閣総理大臣の諮

　問に応じて改革案を調査審議する新たな機関を設置すべく検討を進めてい

　く。」

　戦後日本の教育全般の「改革」をめざしての，首相直属の調査審議機関

（臨教審）の設置を構想したものである。「戦後政治の総決算」の一環として，

戦後教育の全面的見直しに取り組む旨，公式に宣言したものである。

　（4）’いわゆる「文教懇」は84年3月22日，首相に教育改革に関する

「提言」を提出した。首相は一応，この「提言」および中教審・教育内容等

小委員会の「審議経過報告」（83・11・15提出の「中間報告」にあたるもの）を尊

重すると発言している（84・3・22）から，この「提言」内容の分析も欠かす

ことはできない。そこで以下，これに若干論及しておくことにする2）。

　文教懇提言は，「共通意見」「個別意見」3）にわかれ，前者は，総論，教育

の現状，教育問題発生の根本原因，教育改革の基本的視点，教育改革の方向

と主な課題の5項からなっているが，それが戦後教育（教基法）の見直し

を求めていることに，よく注意しなくてはならない。’この点，それが現行教

育は「教育基本法や教育に関する特定の見解にとらわれず」に根本的に改革

されなくてはならない，と提言していることからもわかる。教育改革の基本

的視点の箇所でも，その根本的教育改革が「戦争，’敗戦そして占領下に再出

発した現在の教育は，むしろ過去との断絶と対決によって」築きあげられた

がゆえに必要となっているかのように述ぺていることからもわかる。戦前日
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本の軍国主義・国家主義の教育を根本的に反省して戦後教育が出発したこと

が，まるで誤っていたかのようである。

　文教懇提言内容の仔細な吟味は別の機会にゆずって，以下『毎日』等の新

聞社説による「提言」批判を紹介しておこう。

　この文教懇報告が出されるや，『毎日』社説「問題を残す文教懇報告」

（悔日』84年3月24日付）は，その「表現のあいまいさ」を指摘し，この報告

を教育改革の大枠とすることに2つの疑問を出している。

　「この報告の特徴は，その表現のあいまいさにある。教育の現状や改革の

　方向について述べているものの，その意味がはっきりしない個所が多い。

　たとえぽ『人間として備えるべき不易の価値』の重視が『教育の本旨』だ

　としながら，『不易』の具体的な内容には一言も触れていない。『わが国の

　文化の選択的な継承とその創造的な発展』という表現にしても，『文化の

　継承と発展』は学校固有の性質であって，現状批判として強調する以上，

　報告の『わが国の文化』が何を指しているのかを明確にすべきである。」

　「不易」「わが国の文化」等の，その具体的中身を示すことをしない表現を

使いながら，この文教懇報告は戦前型教育の復活・復元を提唱しているので

はないかと，その意図を鋭く指摘したものである。出している2つの疑問と

は，以下のようなものである。

　「第一の疑問は，この懇談会はあくまで中曾根首相の私的諮問機関であっ

　て，公的なものではないことにある。政府は一方で，内閣直属の臨時教育

　審議会の設置を構想し，設置法案を今国会に提出することにしている。私

　的機関の報告が公的機関の活動を制約することは，形式上もおかしい。

　（中略）第二の疑問は，報告の内容に関してである。まず，現状分析が皮相

　に過ぎる。たとえば，受験体制の原因を就職にからむ有名大学への入試競

　争とし，画一教育は義務教育年限の延長と高校教育の普及が平等志向と複

　合した結果とみなしている。だが，受験体制の背景にある学歴社会の構造

　はそれほど単純ではない。画一教育を支える要因としての硬直的な教育課

　92　　　　　　　　　　　　　　　　－236一

｝



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教科書問題一Hの7－（勝野）

　程や学校行政を見落としている山∴・．

二 こめ種の疑問ぱ，丁朝日』特集記事「文教懇報告㌻根底だ戦後教育批判」

（獺日184年3月23日付）も出しているところであって，’それも；また，「法律

によら’ない中曾根首相の私的諮問機関．の提言が，幽政策形成の上で明確な位置

を占めること自体，．疑問が残る上と書いたり，・「受験教育や画一教育の弊害

を指摘しながら，文部省の教育行政が負っている責任については言及してい

ない」と書いたりしているがらであるb　．’・、　　　　ttt　・

　　　〔註〕　．　『㌔噛「．一．　　’　　．一．’．　・・．

　－」）亭実・参辮嘩・r毎田本社世論調李結果（晦日』84年4月，9　H　tt）？こよ

・ ㌶翻鶴㌶1郷牢で⌒6’3制見直し螂

村

　
x　

　

　
　
　

112）　ことでの当該T提言」は，．r毎日』84年3月23日’付，「朝日’f　i同日付を参照。’い

　　ずれも要旨だけが掲載されている。　　　　　　　　　　　　『『『∵．1・．・二

．．3）∫刷嘩見」を壁｝午暇P！㍉鈴木健二曾賢綾子1四麟乎の1日兵。ぶ1瀬

一
　237　一
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　臨時教育審議会設置構想の背景（1）

　大方の予想では，単線型6・3学制の見直し等の戦後教育「改革」の審議

は，1984年3月に発足するはずの第14期中教審で引き続き行われるだろ

う，ということであった。事実83年6月30日に教科書制度「改正」案を文

相に答申した第13期中教審は，その後も引き続いて学制「改革」論議をす

すめ，83年11月15日にはいわゆる「中間報告」をまとめて発表するまで

に行っていたのである。ところが，かの「文教懇」（首相の私的諮問機関）でさ

え83年6月14日に発足したぼかりであるのに，中曾根首相は84年2月26

日，「中教審も文教懇も相手にせず」とぽかりに，突如として臨教審新設構

想を打ち出し，いまやこの臨教審設置に向けてひた走るに至っているわけで

ある。臨教審の7月発足が報じられている。

　この臨教審設置構想なるものは，いったいどのような背景があって生まれ

たのか，大方の疑問に感じるところである。もしもそこに自民党総裁選挙を

見込んでの政治的思惑以上のものがあるとすれば，それは何であるか。

　その背景の一つに日本財界の強い要求があるのではないかという仮説を立

て，以下その教育要求を探ってみることにしよう。もちろん，この仮説は私

のたんなる恣意的思いつきから出たものではなく，一つの客観的事実を踏ま

えて立てた仮説である。その事実とは，かの80年代初頭の教科書内容「偏

向」キャンペーンで，日本財界もこれを強力に後押ししていたという事実で

あり1），それゆえに81年以降の文部省教科書検定は，日本財界の要求にも

相当忠実に応えるものとなっているという事実である。

　以下，上記仮説に立って，日本財界の教育要求を，一つの文書をとおして

みていこう。なお，日本財界の教育要求をまとめた文書としては，ここで取

り上げたもののほかに，以下のようなものがある。ごく最近のものに限って

例示しておこう2）。

　経済同友会「行政改革・今後の文教政策に望む」1982年1月

　同「新しい成長と政治改革」1984年1月20日
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日経連特別委員会報告王近年の校内暴力聞題にっい劉鯉g鐙集碩．5日

経済審議会「1980年代経済社会の展望と指針ri・’・”1983年8月　’”‘一　’ttt；t

　　〔註〕

　1）　この事実の詳細な解明は，拙稿『教育基本法制と教科書問題』（法律文化社，

　　1982年）の第2章第1節で行っているが，日本財界が80年代初頭を中心に打ち出

　　した教育要求・教科書内容「偏向」非難の文書だけを示せば，以下のよケになる。

　　　関西経済同友会「教育改革への提言一21世紀への選択一」1979・10

　　　経済同友会・教育問題委員会『多様化への挑戦』1979・10

　　　日本経済調査協議会『わが国安全保障に関する研究会報告j1980・4・28

　　　奈良経済向友会t’『愛国心と教育』’1980・10　　　　　　’

　　　神戸経済同友会『真の民主主義の実現と共同体の確立一青年奉仕活動の制度化

　　への提言一1198pqO
　　　関西経済同友会「教育改革への提言一創造性をはぐくむ環境づくりを目指して

　　一」　1980．11・5

　　一経済広報センター”『経済教育』1980・11

　2）　いずれも労働者教育協会編『「教育臨調」の構図』学習の友社，1983年，所収。

　　　なお，財界の教育要求を分析するのに，この「労問研報告」だけを取り上げたの

　　＞tj“まったく・ページ数（紙幅）によるものそあって，本来，他のものもここに収録

　　することを予定していたのである。結果，削除した。拙稿「『臨教審』設置構想と

　　財界の教育要求」（『赤旗』84年4月11日付）参照。

　　　日経連「労働問題研究委員会報告」

　「日本経営者団体連盟」（以下「日経連」）は，1984年1月11日，副題一r雇用

の確保とイソフレ防止に労使の広範な協力をJ．をっけた「労働閲題研究委員

会報告」（以下「労問研報告」）を発表した・i）。その、目次をみれ嬉巨その構成はバ

　序文　　　　　　　・　　　　，・一一ぷ㌧　㌘：．三㌧∴ご・二∵

　第1章世界経済の変容二、　　　　〇二響㌍噴三二・誤恒亘．　　　．、

　第2章　日本経済の動き．「　．　　一」＿頴ざ

　第3章　生産性基準原理璽役割

弟4章濱公部門の諸問題竺ボ☆；咋礒主擁議馨裁◎霧繊蓼誤・

，第5章ご中小企業問題・パ　　　・，‘f．苦慈爵鳶葺鷺黍霧選纏灘議緯ば

　　　　　　　　　　　　　　　　　一2鋤一　　　　　　・；　　，；．．　一口鍛



　第6章　高齢化問題

　第7章　ME化と労働問題　　　　　　　　　　’　z’L＝’　’

　　　（1）中学校義務教育制度の見直し

　　　（2）私立大学に対する補助金

　　　（3）企業と教育

　　　（4）家庭教育

　第9章　むすび

となっており，その第8章で4項目をもあてて「教育の問題」に論及し，財

界の教育要求をまとめている。

　（1）　第一項「中学校義務教育制度の見直し」の箇所では，まず以下のよ

うに述べている。

　「校内暴力の主力は今や中学生であり，とくに問題の大きい対教師暴力事

　件で書類送検された中学生は，昭和56年1，148人，昭和57年1，500人

　で，これはすべて公立中学校生徒であり，私立中学校の生徒は皆無である

　ということである。このことは，私立中学校にあっては，校内で理不尽な

　暴力をふるう生徒に対しては，退学させることができるのであるが，公立

　中学校にあっては，義務教育制のゆえにそれができないことにあるのでは

　なかろうか。」

　前期中等教育（中学校教育）から後期中等教育（高等学校教育）まで，すべて

の子どもたちにどのようにしてよりよく保障するか，これこそ現代学校教育

への国際的・歴史的な課題である（Secondary　Education　for　All）。この課題に

てらしてみたとき，校内暴力の克服が差し迫った必要事となっていることは

確かである。このときに「労問研報告」は，中学校にも退学処分制を導入せ

よというのである。校内暴力対策が優先してしまい，校内暴力・非行の発生

原因を深く解明してその克服をはかるという発想が，少しもない。

　「文部大臣の諮問機関である中央教育審議会においては，中学に習熟度別

　学級編成を取り入れることが論議されているようであるが，このような生
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徒に対しではぶむ工ろ画一的な授業を課す惹よ撃麟口自漣に適じ驚いま淀

　は自己の好む仕事をするための技能を習得でぎる道を選ばせる，つまり’9

　年間義務教育制を見直すほうが本人の幸福にっながると思われるのであ

　る。」

　さらに，それは中教審の・「習熟度別学級編成」提案に強い不満を述べて，

義務教育9年制の見直しを提案している。「画一：一‘的な授業を課する」よりも

自由に技能訓練を受けさせたほうがよほど「本人の幸福につながる」といっ

てである。ここには「画T－・的授業」が校内暴力・非行の発生原因となってい

るどいう認識はあるけれども，義務教育制とは「画r的授業」を課する制度

のことをいうのではない2）。戦前の義務教育制ならぽともかく，戦後の義務

教育法制の本質は権利教育法制億法26条「教育を受ける権利」の保障をめざす教

育法制）だからである。「画一的授業」は，戦後教育改革の所産としての6・

3制を権利教育法制として少しもとらえようとしない，文部省教育内容行政

に起因するものである。，したがって，いわゆる「落ちこぼれ」生徒の問題に

関しては，その生徒自身に責任を転嫁することは断じて許されないのであ

り，「落ちこぼし」をつくり出す「画一的授業」やそれを強制している文部

省教育行政などの責任こそが厳じく問われなくてはならないのである。「落

ちこぼれ」生徒を技能訓練学校に追いやる道など，けっして「本人の幸福に

つながる」道ではありえない。

　（2）　権利教育の思想は，たんに戦後日本の義務教育法制を組み立てる・思

想であるだけではなく，戦後日本の高等教育法制を組み立てる思想でもあ

る／。だから，国・公・私立の大学間に教育格差が著しいときにはとくに，、す

べての国民は一「ひとしく教育を受ける権利を有する」（憲法26条）という教育

人権の思想にてらして，いわゆる「私学助成」が格段に充実せしめられなく

てはならないのである。ところが「労問研報告」は，私立学校振興助成法4

条の「国は私立大学の経常的経費の2分の1以内を補助することができる」

という主旨の規定，．1982＜昭和57）年度には私立大学総経常経費の26．4％t、．t
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2，812億円に国庫補助が達していること，等を「この経常経費の多くの部分

を占めるのは，教職員の人件費である」といって問題にしている。

　「私立大学は私企業である。したがって，人事院勧告のような公の規制を

　受けることなく，各大学ごとの，ストライキ権を背景とした団体交渉によ

　って教職員の給与を決める。その結果，私立大学教職員の給与は，平均し

　て国立大学教職員のそれよりも12．4％も高くなっているのである（昭和

　54年度）。（中略）今日の国家財政大赤字に際し，私立大学の，ストライキ

　権を背景とした団体交渉の結果をそのまま容認し，経常経費の2分の1以

　内を補助することがはたして妥当なのかということに関し，識者の注意を

　喚起しておかなけれぽならない。」

　私立大学が「ストライキ権を背景とした団体交渉によって教職員の給与を

決める」ことをもって「私立大学は私企業である」というが，争議権・団交

権は本来，公務員たる国・公立大学の教職員も憲法上享有するところの基本

的人権であって，公務員法が不当にこれを制限しているのである。賃金その

他の労働条件は本来，団交によって自主決定されるべきものなのである。

「私立大学は私企業である」という規定はまた，私立大学が国・公立大学と

ともに，国民の高等教育を受ける権利を保障すべく設置されている「公の性

質をもつもの」（教基法6条）であることをみようとしていない点でも，根本

的に誤っている。経常費助成は，すべての国民が「ひとしく教育を受ける権

利を有する」のに，国・公立大学と私立大学とではあまりにも学生の教育を

受ける諸条件に差があり過ぎて教育の機会均等の原則が生きていない，それ

ゆえに始まった施策なのであるから，国・公立の大学の学生の教育条件と私

立大学の学生のそれとの格差がなくなるまでに，すべての学生がより十全な

条件下で「ひとしく」学問することができるまでに，拡充されて当然であ

る。

　（3）　第8章（3）「企業と教育」の箇所では，企業の所有する体育館・運動

場等の地域社会への開放，従業員家族への企業参観の機会の付与，学校教師
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の企業現場の参観，企業従業員の学校への講師：老じ淀⑳派遣宍等藻を提案じ・

ているが，これらの提案は以下のような発想から生まれている9　’’””　’i－”””t’

　「最近頻発する校内暴力等非行少年問題との関連において，企業は，一般

　社会により広く門戸を開くことを考えねぽならなくなった。」

　この発想はどこから生まれているのか。校内暴力・非行の発生原因が「生

ぎるめあて」の喪失にあることは確実である。したがって，非行の克服を手

助けするためには，子どもたちに「生きるめあて」をつかませなくてはなら

ない。その「生きるめあて」を「企業のために生きる」というところに置か

せようというのが，上記発想のねらいとするところなのであろうっだからこ

そ，「企業のことを知らせる」べく，上記の諸提案がなされることになった

のであろう。「企業のために働く」ことを「生きるめあて」とさせることに

よって校内暴力・非行の対策としようというわけである。

　「企業のために働く」というようなことが果たして人間の「生きるめあて」

となりうるか，この問題をしばらくおいていえば，「労問研報告」が学校を

企業従業員の養成機関に変えようとしていることは明白である。あるいは，

企業こそが若い世代の人格形成の主導権をとるべきだ，といっていることに

なる。

　「従来，企業には，ともすれば仕事に熱中するあまり，家庭を顧みないこ

　とをもってよしとする風潮があった。しかし従業員はまた『人の子の親』

　でもある。それはその企業の労働力であるのみならず，次代を担う資質の

　高い国民を育てるための，かけがえのない教育者でもある。少年非行，家

　庭内暴力の原因として，親と子の間の会話の欠如があげられる場合が多い

　のであるが，それは企業従業員個人の心のもち方であるとともに，企業内

　における雰囲気も相当の影響力をもつことに留意しなければならない。」

　以上は第8章（4）の「家庭教育」の箇所からの引用であるが，これとて，

企業従業員fis　i：「人の子の親」’としでの自覚に立つて，tより意識的に子育てに

あたり，「企業のために働く」←という「生きるめあて」を子どもたちのなか
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に形成するよう求めたものである。

　教基法制下の教育は，「全体主義国家における政治教育においては，政治

的批判力を養うことより，何よりも一定の政治体制への協力的行動に導き入
　　　　　もくと
れることを目途とする」ことへの根本的批判から出発しなくてはならず，そ

れゆえに「国民に政治的知識を与え，政治的批判力を養い，もって政治道徳

の向上を目的として施される教育」でなくてはならない3）。この筋にてらし

てみれぽ，教基法制下では「生きるめあて」を「企業のために働く」ところ

に集約させていくような「教育」は，いわぽ「一定の資本制的企業体制への

協力的行動に導き入れることを目途とする」ものとして，けっして許されは

しないのであり，その反対に，教基法制下の教育は資本制的企業体制への批

判的能力をこそ形成しなくてはならないのである。

　　　〔註〕

　　1）　労働者教育協会編『日経連「労問研報告」批判』学習の友社・1984年，63ペー

　　　ジ所収。

　　2）　この点を具体的に確認するためには，文部省『学習指導要領』の昭和22年版・

　　昭和26年版などをみればよい。追って概説してみたい。

　　3）文部省内教育法令研究会『教育基本法の解説』国立書院・昭和22年，111ペー

　　　ジ。

第2節（続き）教育基本法制の理念

1　教育基本法の成立

　　一田中耕太郎の教育思想（2）一一一

　学校教育局長の時期（1945・10・15～1946・5・21）および文相の時期（1946・

5・22～1947・1・31），教基法制の形成を指導した田中耕太郎は，その後も参

院議員として，教育委員会法，教育公務員特例法，文部省設置法，等々の形

成に関与していく。そしてその後も，著書『教育と政治』（好学社・1946年）
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や『新憲法と文化』〆（国立書院・ユ948年）を出版しヨヒ刃jl論爽ご：「教脊塞本法舘．

一
条の性格」（『ジュリスト』有斐閣・1952年1月1日号）や同㊦司法権と教育稚

の独立一］　1’）（『ジュリスト』同・1957年1月1日号）などを発表したり，さらに著書

『教育基本法の理論』（有斐閣・1956年）を出版したり’Lて，その教育思想を開

陳している。．

　しかし，その教育思想は，敗戦直後の1940年代後半から50年代にかけ

毛首尾一貫したものであったとは到底いえない。ここで問題にするのは，

上記の著書・論文のうちで，比較的初期のものの中身についてである2）。す

でにそこに内在していた矛盾を摘出することをしてみよう。

　　　〔註〕

　　1）　この論文は，その後に田中「法の支配と裁判」（右斐閣・1960年）に収録されて

　　　いる。

　　2）　田中耕太郎の教育思想のうち，その教育行政思想の一端を開陳したかれの論文，

　　　田中「文部行政の任務∫および同「地方教育行政の独立にっいで」’1透2つ：にっいて

　　　は，本学地域経済研究所発行『地域経済』・第4、集（1984年a月〉の第1章第4節

　　　で仔細にそ噸を検討してぽ参麩轡’竺、，ド○

　田中文相の地方長官会議での説示’tt　’　　　、　”’ド’㍉；t”・■・に苦

　田中耕太郎が文相に就任した（1946・5、22）・その直後の1946年6月J14日，・

第1次吉田茂内閣が招集・主催IVた最初の地方長官会議においで，景田中ぽ新

内閣の文教方針を説明した。そこでの説示内容を，前記の京都講演ε重な石づ

ところもあるが，補足的意味で若干フォローしておこう1）。　　’　，：　t－

　「我力掴が開始すべからざる戦争を開始し，継続すべからざる戦争を破滅

の直前まで継続した大きな罪悪と過誤とが，そのもとを辿れば，結局のと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はい
　ころ，明治以来の，特に既往20年間の国家主義的，軍国主義的教育に胚

　たい
　胎してゐることは，今日識者の例外なく承認するところであり楼す。」2）

　「大1きな罪悪乏過誤」艇満ちだ’がの侵略戦争に戦前日添懸突爽迷巷ぷこ

れを継続せしめた，その要因の一つに戦前日本の国家主義・軍国主義の教育
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がある，という指摘から始まるこの説示のなかで，田中文相は以下のような

指摘を行ったのである。

　第一。かれによれぽ，戦前日本の教育が「国家主義的，軍国主義的に堕し

た原因」は，結局「我が社会が教育を十分尊重しなかった」ところにある。

　「我が国の教育が国家主義的，軍国主義的に堕した原因は何処にあるかと

　　　　　　　ひつさよう
　申しますと，畢寛するに我が社会が教育を十分尊重しなかったと言ふ一

　事に帰着するのであります。教育の不尊重は教育者の面と教育内容の面と

　の両方に現はれています。教育者は経済的に及び社会的に教育者に当然与

　へらるべき待遇や取扱いを受げて参りませんでした。又教育内容は常に国

　家の政策の遂行の手段と考へられ，国家の興隆や繁栄が教育の第一義的目

　的と認められ，教育は自主性を喪失し国家の奴隷となってしまってゐたの

　であります。」3）

　そして，その社会的・伝統的な「教育の不尊重」は「教育者の不尊重」と

「教育内容の不尊重」との両面にあらわれていたと指摘し，とくに後者の面

については，教育内容が「国家の政策の遂行の手段」とされ「自主性を喪失

し国家の奴隷となってしまってゐた」という。「本来教育の本義は政治の推

移に無関係でなけれぽならぬ」という立場からの，教育への国家統制（国策

による教育内容支配）への強烈な批判である。

　第二。教育者の待遇・身分を「一般官公吏に比し遙かに不利益な状態」に

置いたことは，甚だしい「社会的不正義」であり，速急に是正さるべき「病

理的現象」であり，教育者を尊重しないことは「国家社会が自らの墓穴を掘

るに等しい」ことだから，その待遇の適正化をはかることは「為政者の当然

の義務だ」という。と同時に「教育者の尊重」において「経済的待遇の改善

に劣らず重大なのは教育者を制度上一層尊重すること」であり，教育者の品

位と自信を回復させることである。

　「地方の社会に於て教育者は社会的に一般行政官警察官や市町村当局や自

　治体議員に比して下位に置かれてゐるやうな実状であります。20年30年
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教科書問題一IIの7－（勝野）

を育英事業に捧げて来た地方老教育者が，自分の教へ子の年齢の教育未経

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い　し
験な法科出身の学務課長の下風に立たせられ，その頭使に甘んじ，此等の

若年の官僚が教育者の人事を左右する権力を持ってゐるところから教育者

　に対し尊大であり，その結果教育者が不当に自尊心を傷つけられ，場合に

依っては品位と自信とを失ひ，謙虚を通り越して卑屈に堕すると言ったや

　うな変態的現象は，長年の積弊として痛感せられてゐるところでありま

　す。更に政党政治の弊害が地方教育界に浸潤するに於ては，その結果は一

　層憂慮すべきものがあります。」4）

　教育者をして地方政治・地方行政の支配から解放するような「地方教育行

政制度の根本的改革」が課題であり，「従来教育者に対し監督者の地位に立

って」きた文部省も「監督官庁ではなく，我が教育界の擁護者，利益代表者

たる方向にその性格を変更しつつあ」る現在，教育者の権威を認める方向で

の地方教育行政の制度改革がなされなくてはならない。田中文相は「教育の

尊重」「教育者の尊重」のなかで，以上のように述べたのである。

　第三。戦後教育改革における軍国主義・超国家主義から平和主義・民主主

義への方向転換にたいする疑問（相対主義的・懐疑主義的な受けとめ方）に，ま

正面から解答を与えている。「敗けたから仕方がない」「時勢の動きに従って

教育の根本が変るのも当然だ」というような受けとめ方に対してである。

　「敗けたから仕方がないと言ふのは，一種の事大主義であります。『仕方

　がない』と言ふのはポッダム宣言を受諾して降伏した以上法律上の義務と

　して民主主義，平和主義を国是として採用するのは止むを得ないと言ふの

　であります。我々は連合国側が要求すると否とに拘らず，（中略）民主主義

　や平和主義が人間社会の理想即ち真理であるが故に，それを自発的に確信

　を以て，更に大なる喜びを以て採用するのでなけれぽなりません。又此の

　『敗けたから』と言ふ思想も排除されなけれぽなりません。斯様なことは

　全然有り得なかったことでありますが，仮に萬々一勝ってゐたとしても民

　主主義と平和主義とを信奉しなけれぽならなかったのであります。敗け勝
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　ちに拘らず我々は常に真理に服従し，真理の使徒でなけれぽならぬのであ

　ります。同様に時勢の動きに依って教育の根本が変るといふ考へも徹底的

　に清算されなけれぽなりません。若し昨（1945）年8月15日を境にして真

　理が誤謬となり，誤謬が真理となると言ふやうな印象を生徒や学童に懐か

　しめることになれぽ，それは童心を傷ける由々しき重大事であります。斯

　様な考へ方は相対主義懐疑主義的世界観に属するものでありまして，其の

　結果は今日真理と主張せられてゐる民主主義や平和主義が今後10年又は

　20年経過すれば誤謬になり，再び軍国主義や極端な国家主義が支配する

　世の中が到来することを期待させることになるのであります。」5）

　教育者に向けて，軍国主義・国家主義が誤謬であり悪であって，民主主

義・平和主義こそが真理であり善であって，これこそ「普遍妥当的な，即ち

古今東西を通じて謬ることのない人類社会の根本原理」であることに確信を

持つこと，そのうえで従前の軍国主義・国家主義が誤謬・不正・罪悪である

ことを「忌揮なく勇敢に承認し」て「過去の罪悪を悔い，新なる生活に精進

する決意」をすること，等を要求したのである。平和主義・民主主義という

「真理に対する服従の態度」こそ，今後の教育の「根本的条件と考へてゐる」

という。

　第四。いわゆる「教育の中立性」の中身，ないし「教育が政治的影響の圏

外になけれぽならぬ」ということの意味にも，より積極的に言及した。

　「（教育の中立性とは）教育の世界の内部に即ち教育人事や教育内容に政治

　的要素が侵入することを不適当とする意味であります。教育の自主性は第

　一に教育者の地位が信奉する政治的宗教的立場に依って左右されてはなら

　ぬこと及び第二に教育者が学園内に於ては自己の信奉する諸々の主義主張

　を鼓吹宣伝し被教育者に或る先入観や偏見を与へてはならぬと言ふ意味で

　あります。」6）

　「教育の政治的中立性」にいう政治は「具体的な政党政派的立場」に立っ

たものであると述べながら，以下のように述べたのである。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教科書問題一IIの7－（勝野）

　「勿論上級の学校に進むに従って，公民教育が必要なのは当然でありま

　す。又軍国主義や極端な国家主義を排斥し，民主主義や平和主義に就くべ

　きことを教へることは広い意味に於ける政治教育と言ひ得られませう。私

　が教育と政治の分離を主張しますのは，これまでも否定するのではないこ

　とは当然であります。公民教育や民主主義や平和主義は政治の根本原理，

　社会生活の基礎条件であること道徳に比すべき性質のものであります。そ

　れはあらゆる政党政派の等しく承認しなけれぽならぬ共通の条件でありま

　す。」6）

　平和主義・民主主義を「普遍妥当的な，謬ることのない人類社会の根本原

理」と規定する田中文相の立場にてらせぽ，いかにかれが「教育と政治の分

離」をいうとしても，平和主義・民主主義の思想形成をめざす教育，軍国主

義・国家主義の思想を誤謬・罪悪として退ける教育，を「偏向」教育の名で

非難するはずもない。その後に教基法8条が「政治的教養」は教育上尊重さ

れなくてはならないと定めたとき，いうところの「政治的教養」とはいわぽ

「道徳に比すべき性質」の平和主義・民主主義の思想を指していることを，

以上の田中文相の発言はよく示唆している。

　道徳教育を重視する田中文相が，戦前教育のなかでのそれを反省しなが

ら，「形式主義に堕した道徳に生命を与へ，放恣即ち主観主義に陥った道徳

に客観的内容を与へること」を課題提起したり，また「教育者は其の眼を先

ず内面的な精神生活の方面に向けなけれぽなりません」というとき，道徳教

育における「普遍人類的道徳律即ち自然法の尊重」が構想されていたことは

明白であろう。平和主義・民主主義の思想形成が，いうところの道徳教育の

核心に位置づけられていたと，そのように思われる。

　以上，4点から田中文相の地方長官会議での説示内容をみてきたが，この

説示は，日本側が教基法制の形成（戦後教育改革）に「教育刷新委員会」を設

置（1946・9・7）して取り組みを開始する，それ以前に戦後教育改革の方向づ

けを行った価値ある説示であったといえよう。
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　〔註〕

1）　前出『資料集1，戦後教育立法に関する重要資料』78－87ページ所収。

2）　同上，78ベージ。

3）　同上，78－79ベージ。

4）　同上，80ページ。

5）　同上，81－82ページ。

6）　同上，84－85ページ。

　田中「教育基本法第一条の性格」

　副題「法と教育との関係の一考察」をつけて雑誌『ジュリスト』（有斐閣）

の1952年1月1日号に発表されたこの論文での，かれの教基法観は，その

立法化にあたった局長・文相の時代のそれとは，すでに若干変化しているよ

うに思われる。というのは，この論文のなかでは，田中が，教基法に教育目

的規定を盛り込んだことについて疑問を出しているからである。以下，本論

文の内容を概観してみよう。

　（1）　本論文で田中が解明しようと試みた問題は「教育はどの程度・範囲

まで立法的規整に服するか」の問題である。戦前日本の旧憲法下において

は，教育は立法事項ではなく，「広義の行政的活動の一種と認められていた」

から，政府は勅令・命令によって教育を「意のままに改廃規整することがで

きた」けれども，こうした「甚だ不適当」な制度が，戦後日本の新憲法下に

おいて根本的に改められたのである。戦後に至って，教基法，学校教育法，

教委法，等々の一連の教育法が続々と制定されただけでなく，新憲法自体が

教育を取り上げて，教育に関する根本原則を憲法中に規定したのである。こ

のような「命令主義」から「法律主義」への変化にてらして，法と教育との

関係についての一般的考察が課題となったという認識から出て来た新しい問

題である。以上の論述に続けて，田中は以下のようにいう。

　「（解明すぺきは）教育が如何なる意義及び範囲において法的規整に服する

　かの問題である。この問題は法と教育との限界に関係しており，教育がそ
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教科書問題一JIの7－（勝野）

’ の性質よりしで法的規整を全面的に排除ずる．にお恥耐ま宕我痴「は教育的ア

　ナーキーの招来を憂慮しなければならぬよう’に立ち至る。反対に奮し法が

教育の隅々まで規整することになれば，教育はその澄刺たる生命を失い，

死物化してしまうのを免れない。これは具体的にいえば国家と教育との関

　係如何ということになってくる。」1）

　「我々が問題として取り上げなけれぽならぬことは国家と教育との関係，

　即ち一層具体的にいえば，第一一VC国家は教育に対し立法的又は行政的手段

　を以て干渉することができるか否か，もしできるとするならばその理論的

　根拠如何，及び第二にその干渉の範囲，限界が如何なるものであるかの点

　である。」1）

　このように問題を提起し，法と教育（国家と教育）との関係の一般的考察を

試みている。

　（2）そのうえで田中が与える解答は，その独特な教育観にてらしての，

教育は「国家社会の干与の外にある」というものである。

　「本来教育は，芸術的技術的活動と同じぐ，その性質において文化的のも

．のである。それは自然的存在に対して人間が理念を吹き込みi新な第三の

　価値的存在を創造する活動である。その限りにおいて教育は教育者とその

　対象との間の内的個人的関係であって，国家社会の干与の外にあるところ

のものである。」1）

　教育を文化的・理念的・創造的な活動としてとらえる田中は，この教育観

を家庭教育に全面適用して「家庭教育の自由」を説く。したがって，その

「家庭教育の自由」は絶対的自由に近いものになる。

　「教育が本来教育者とその対象たる被教育者との間の純然たる内的関係で

　あり，その結果としてこれは国家社会の干渉の外にあることは，最も本源

　的で普遍的な教育現象である家庭教育においてこれを認めることができ

　る。両親のその子女に対する教育は自然法上の教育権に根拠を有するもの

　’であり，国家以前に，人類の発生とともに存在し，．従⇔てそれカミ如何に両
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　親によって行使されるかは，両親にとって道徳的の問題であり，国家の干

　渉の外にあるものである。」2）

　その教育観が極めて抽象的であるところから，両親の家庭教育について

は，教基法の教育目的規定からさえ自由な，絶対的自由が認められるという

のである。

　「勿論国家は両親の教育の理念や内容について多大な利害関係を有する。

　もしそれが反道徳的なもの反国家的反社会的なものなるにおいては，一

　例えぽ両親が子女に対し窃盗や詐欺を教育するがごとき場合一それに対

　する干渉を欲することが山々であろうが，しかしこの場合と難も純然たる

　家庭の内部の事柄であり，国家のこれに対する干渉は許されないところで

　ある。」2）

　かれが「家庭内においては教育の自由が存在し，国家はこれを尊重しなけ

ればならない」2）というとき，教基法による家庭教育の方向づけさえ認めら

れないということになる。

　（3）　学校教育についても事情は基本的に変わらない。

　「教育のかような性質即ち教育者が被教育者に創造的に働きかけるところ

　の，2人格者の間の内的影響関係は家庭における両親と子女との関係にお

　いてのみならず，家庭外における個人的な師弟関係及び学校教育において

　も均しく存在するところのものであり，そうしてこの種の関係が本来国家

　の干渉の外にあるべきものであることも家庭内の教育関係と異るところが

　ないのである。」2）

　とはいえ，学校教育においては家庭教育の自由のような絶対的自由は，も

ちろん成立しない。学校教育は「教育者が任意に選ぶところの世界観乃至理
　　　　　　　　　かいほう
念又は彼が主観的に懐抱している科学的技術的知識又は熟練の内容や程度に

よって左右されてよいものであろうか」2）という「教育の正否及び教育者の

適格性の問題」が生ずるからである。

　「教育においては，もし教育がその理念や方針において誤っておるとする
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教科書問題一’　11／iの7－（勝野）

ならば，一その対象が入格者であり，’「そう．しでそ批が社会の構成分子である

点からして社会的に影響するところが大である。（しかし），教育が家庭内

　において行われる限りにおし・ては，国家はそれに対し干渉をなすことを得

　ない。又それが家庭以外において行われるにしても，単に個人相互の関係

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　らちがい
　に止まるにおいては，家庭の場合と同様に国家的干渉の塒外にある。とこ

　ろが学校その他これに類似する施設によって教育が行われる場合において

　は，その影響が極めて広汎且つ重大であるために，教育の理念の正否や教

育者の適格性が問題とせられるようになるのである。要するに教育活動自

　体はその本質において個人的内面的のものであるが，しかしそれが学校と

　いうような施設で行われ．社会性，というのは集団性を帯びてくる場合に

　おいて社会的価値判断を要請するようになるに及んで国家との関係を生

　じ，法との必然的な交渉が始まるのである。」3）

　学校教育においてはじめて，教育の理念・方針の正否が問題となるとい

う。教育が個人的関係のもの（家庭教育）から社会的集団関係のもの（学校教

育等）となるときにはじめて「教育の正否」が問題となるというような見解

は，教育者は被教育者の「教育を受ける権利」（憲法26条）の保障義務をひと

しく負っていること，戦後日本の教育は新憲法と固く結んで「（憲法に明示さ

れた）理想の実現は，根本において教育の力にまつ」（教基法前文）という根本

的要請のうえに立つものでなくてはならないこと，等にてらして大いに疑問

のあるどころである。

　「すぺての教育は教育の目的を予定して行われる。目的を離れては教育は

　存在し得ない。そうしてこの目的は客観的に正しいものでなけれぽならな

　い。正しい教育であって初めて価値がある故に，正しからざる教育は真の

　教育とは認めがたい。教育の普及はそれ自体として望ましいことといえる

　のであるが，それが正しからざる教育であるにおいては，教育せざるに如

　くはなく．，一決して望ま・しいことではないのである。：それ故に国家カミその文

化的使命を達成するために，教育施設を経営するに当り，（中略）正しい教
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　育目的を明示しようとするのは，極めて自然の事柄といわなければならな

　い。」3）

　学校教育では教育目的の正否が問われなくてはならない，だから「新憲法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へきとう
の下において教育基本法が制定せられ，その雰頭第一に教育の目的を宣明し

たのはその動機において十分理解し得られる事柄である」3）という。しかし，

もはや田中は，教基法に教育目的規定を置いたことを積極的・肯定的に評価

せず，これを「変態的現象」と説明するに至る。そして，学校教育において

は「教育者は外部的権威に依存しないで，自己の研究と識見とを以て正しい

教育理念と教育方針とを見出さなけれぽならない」4）とされる。

　（4）再び田中は，一般的考察にすすみ，「問題は国家的立法を以て教育の

目的に関する指針を示すことが果たして適当であるかに存する」3）として，

教基法に教育目的規定を置いたことを著しく消極的に評価するに至る。教

育目的の規定（定義）は「それ自体として法的規整の爵外にある事柄である

から」3）といってである。かれが教基法第1条での教育目的規定に言及して

「我々は教育の目的を規定しようとした立法者の大胆さに驚く外ない。かよ

うな任務は立法者に属するものではない。むしろ教育に従事する者が良心と

良識とに従って教育の目的が何れにあるかを判断すべきものである」5）と教

基法立法者の大胆さを驚いてみせるとき，その理由は2つほどある。

　その一は，教育目的が何かは哲学，宗教，道徳等に深く関係しており「法

の干与の外にある教育学の分野に所属する事柄である」ということにある。

人々のあいだで哲学観，道徳観等の世界観が多様であるために，加えて教育

目的についても「明瞭な一致を見出すのに苦しむ」という事情もある。

　その二は，教基法第1条に教育目的が規定してあるが，この規定の内容は

「種々の観点からして批判の対象となり得る」5）ということにある。

　「新憲法の民主主義は新憲法の基本的理念を最大公約数として承認する，

　世界観的基礎において必ずしも一致しない政党政派や信条を包容し得るも

　のであるからして，最なる世界観やそれに出発する政治論や教育論や宗教
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　宗派からしての批判にさらされなけれぽならぬのである。」5）

　より具体的には，その解釈は多様でありうるし，そこに包含されている諸

価値間の理論的関係が明瞭ではないから，どの価値を最優先させるべきかで

論議が生ずる可能性があるし，欠けた部分もあるからである。

　「我々が教育基本法第1条を一見するならぽそれは，民主主義憲法の下に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もうら
　おける教育に対する諸要求を大体において網羅しているものと認めること

　ができるであろう。しかしながらこれを精読する場合においては，同条が

　包含している諸価値，例えぽ人格，平和，国家，社会，真理，正義，個

　人，勤労，自主制，健康等が一つの文章の中に漫然羅列されていて，その

　間における理論的関係が明瞭を欠いている。もしこれ等を理論的に整序し

　ようとするならば，（中略）人格価値，団体価値，文化価値の何れのものを

　最優先せしむべきかというような問題が起こり得るのである。そうして最

　優先的の地位を与えられるある価値に対して，他の諸価値は第二義的又は

　それ以下の手段的地位が附与されることになるのである。もし法条は実用

　を主眼とするものであり，何等かの教育哲学的な理論を表明するものでな

　いとするならぽ，道徳文化（これは前文及び第2条において言及されて

　いるが）国際的精神というような，教育においてとくに強調したいところ

　の概念も織り込んでもらいたかったと思う。何となれぽ人格の完成は道徳

　を離れては存在せず，又道徳は真理と正義の中に含まれるであろうし，又

　勤労や責任を重んじ，心身ともに健康なことの必須条件であるに相違ない

　にしても，近時の教育界において道徳的教育がとかく軽視され勝ちなこと

　を考えるときに，我々は一般教育者に具体的指針を与えるものである教育

　の目的中に道徳的要素が重要な地位を占めることを力説する必要がないと

　はいい得ないのである。又文化は真理と無関係ではないが文化の又は美の

　愛好心もとくに規定されることが望ましいのである。又社会の中には国際

　社会も含まれると考えられていたかもしれないが，しかし将来の国民の育

　成に対して我々は国際的価値を強調する必要を感ずるのである。その他第
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　1条の教育の目的として規定することが望ましい事項はこれ以外に多々存

　するであろう。又それぞれの教育哲学的見解に立って本条を批判するなら

　ぽ，いうべきことが無数でてくるであろう。」5）

　教基法第1条の教育目的規定が含む問題を種々の方面から指摘しながら，

田中は「要するに教育基本法がその第1条において教育の目的を宣明してい

るのは，理論的には法的規範の範囲を逸脱しているものと認められる」と

し，さらには「それは法が自分が権限を有しない学問的分野に介入したこと

になるのである」というのである5）。教育目的の国家行政的規整はもちろん

のこと，その立法的規整についても，ここで田中の指摘していることは，一

般的には真実であろう。教育のいわゆる内的事項（lntema）への立法的規制

には限界があって当然だからである。しかし，このような一般論を教基法が

教育目的を規定していることにもそのままに適用して，教基法批判に走るこ

とが果たして妥当であるか。

　（5）　教基法が教育目的規定を盛り込んだことについて，田中が「我が国

に特有な事情」があることを認めていないわけではない。その事情として田

中は，戦前日本の教育法令が教育目的を指示していたこと，しかもそれが新

憲法の精神に背馳していたこと，したがってその是正をしなくてはならなか

ったこと，をあげている6）。

　戦前日本の教育は，明治以来，教育勅語を「唯一の指針」としてきた。そ

れは，国家主義的目的によって方向づけられ，皇国の道，教育勅語，国体

の信念，国家主義思想，等々が指導理念とされてきた。この傾向は昭和16

（1941）年の国民学校令（勅令148号）や昭和18（1943）年の中学校令（勅令36

号）その他の学校令および付属規程（省令）において極端に達し，教育の根

本目的が「教育二関スル勅語ノ旨趣ヲ奉体」することに置かれるに至った。

そのため「教育勅語はそれ自体として一つの道徳訓でありながら，我が国に

おいてはそれが教育の面において法的内容の一部を形成し，法規的性格を有

し，教育者を拘束する効果をもつようになっていた」から，教育者は「教育
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もちろん
勅語に反ずる曽とを教授するごとがでぎなが夢痒⑳壕勿論；・’こご慕懸批判六在

ことも許されなかった」のである6）。戦前日本の教育が’「教育勅語体制」ど

呼ばれるゆえんである。

　敗戦後は当然，この教育勅語体制の変革が課題となり，、やがて教基法の制

定および昭和22（1947）年学校教育法（法26号）の第94条にょる国民学校令

その他の学校令の廃止によってはじめて，教育勅語体制が変革されたのであ

る。このようにして「教育勅語は従来それが包装されていた法的形式を除去

され，教育上の特権的地位を喪失し，形式的には一個の歴史的文書，実質的

には一つの道徳訓に還元せられたのである」6）というわけである。

　教育勅語体制の解体は，当然，「新憲法の下における教育の指導原理を示

す」必要を生ぜしめ，教育刷新委員会・第一特別委員会での論議・建議を受

けて，その指導原理が教基法1条・2条に盛り込まれるこどになった。しか

し，田中はこれについて，以下のように疑問を出している。

　・・「教育基本法において規定せられている教育の目的及び方針は，それが法

‘ 規の体裁をとっている関係上極めて抽象的で簡潔である。それは内容から

　見て民主主義的憲法の下における教育の目的及び方針としてふさわしいも

　のといえよう。しかしながら世界観的に又教育哲学の観点よりしてそれが

　批判の余地がないではないことは別論として，かような事項が法規として

　命令され得るものか，どうか，国家は本来学問や宗教や文化の内容自体に

　積極的に干渉し得ないのであり，このことは教育についても同様ではない

　かという疑問が起るのである。」7）

　「我が国に固有な事情に起因している」としても，教基法に教育の目的・

方針の規定を盛り込んだことは「変態的現象である」7）というのである6そ

のう、えで，「かような現象はこれを速急に取り除くことはできないにしても，

これを拡張又は強化してはならない」7）という。いまや田中は，「教育は恰も

司法のごとく，t般の行政的活動とはちがづて政治から独立し，r又教育者に1

は独立して教育を行う主とが保障されなければならないポという「教脊権の
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独立」の観点から教基法の教育目的規定をみて，これに強い疑問を提示する

ことになっているのである。

　　　〔註〕

　　1）　前出『資料集1，戦後教育立法に関する重要資料』331－332ページ。

　　2）　同上，332－333ページ。

　　3）　同上，334－335ページ。

　　4）同上，341べ一ジ。

　　5）　同上，336－337ページ。

　　6）　同上，338－339ページ。

　　7）　同上，340－341べ一ジ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　小　　括

　本論文rIIの7」での田中耕太郎の教育思想のフォローは以上にとどめ，

この仕事も「IIの8」以降で継続することにしよう。残余の田中耕太郎の著

書・論文のうち，『新憲法と文化』（国立書院・1948年），『教育基本法の理論』

（有斐閣・1956年），「司法権と教育権の独立」（rジュリスト』有斐閣・1957年1月1

日号）等々が，さしずめ論究を予定しているものである。

　田中の教育思想の本格的な総括に入る前に，メモ風にその小括をしておき

たい。

　ag－一。田中耕太郎の教育改革思想は，実に明快に，戦前’一日本の遂行した

15年戦争等を，少しの正当性もない侵略戦争として認め，それが犯した重

大な国家的罪悪への深刻な反省から出発して構成されている，ということで

ある。被爆・被災の体験（戦争の悲惨さ等）から出発して戦後教育の方向を考

えているというより，加害への反省（戦争責任）から出発してそれを考えてい

る，ということである。しかし，このことは，広島・長崎への被爆や東京大

空襲に代表される被災の体験については，それがほとんど論及していない，

ということでもある。このような一面性はどこからきているのであろうか。

　それにしても，戦後日本の教育改革に，’つまり教基法制の形成に，指導的
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な役割を果した田中の，その教育思想が「加害への反省」「戦争責任」を踏

まえたものであったということは，80年代日本の教育政策が国際的批判に

さらされているいま，あらためて刮目されてよいことであろう。

　第二。教育目的の法律的規整についての田中耕太郎の（「教育基本法第一条の

性格」等における）見解には，多くの正当なものが含まれているから，これを
む　げ

無下に退けることは出来ないし，そうすることは誤りでもあろう。この田中

耕太郎の見解の解釈をめぐっては，賛否両論が生まれて当然であり，そのま

まにこれを承認して教育目的の法律的規整に消極的態度をとる立場も，当然

に生まれよう。そのうちでもとくに，教育目的の確定は本来「法の干与の外

にある教育学の分野に所属する事柄である」とか，教育目的は「教育に従事

する者が良心と良識とに従って」判断すべきものであるとか，教育は「一般

の行政的活動とはちがって政治から独立し，又教育者には独立して教育を行

うことが保障されなければならない」から，その法律的規整は「法が自分の

権限を有しない学問的分野に介入したことになる」等々の見解は，その「教

育権の独立」論を支えるものとして，高い価値を有する見解である。

　しかし，その教育観にせよ教基法観にせよ，あまりにも一般論・抽象論に

過ぎて，教育や教基法を日本の歴史的・社会的な状況のなかでとらえること

に欠けていると思われる。教基法の教育目的規定は，①その誕生時の国民

的世論と関連させながら，②とりわけ80年代教育政策の動向と関連させな

がら，その意義が浮き彫りにされなくてはならないであろう。

第3節（続き） 1982年文部省検定に対する

国際的批判の経過等（6）’

－
1982●8・15一

　8・15　　中国の各新聞が一斉に「日本の軍国主義復活勢力」を激しく批

判し，『人民日報』社説を掲載。
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　「抗日戦勝利37周年」記念日にあたるこの日，中国各紙が教科書問題と関

連させて「日本の軍国主義復活勢力」を批判。『人民日報』は「前のことを

忘れず後の戒めとする」と題する長文の社説を発表し，北京発行の全国的な

各新聞はこの『人民日報』社説を転載。『中国青年報』は論評「ファシスト

の疫病を警戒せよ」を掲げ，日本の一閣僚の発言「もし“進入”を“侵略”

といえぽ，事実を曲げるだけでなく，子どもたちは祖先が悪いことをしたと

いって尊敬しなくなるだろう」を引用し，これとヒトラーの発言「われわれ

はベルサイユ条約に反対する。なぜなら罪のない未来の世代にその責任を負

わせてはならない」との共通性を指摘しながら「歴史を鏡とすれぽ，当面の

この教科書検定問題の重大性を認識することができる」と述べる。

　上記『人民日報』社説の要旨。

　1，中日両国は日本政府が中国に対する侵略戦争について反省することを

踏まえて国交正常化を実現した。そして，今年9月29日には，中日国交正

常化の10周年を迎えようとしている。

　1，こうした時に日本の一部に，日本国民とりわけ若い世代に，かつての

中国およびその他のアジア太平洋諸国侵略の歴史を忘れさせ，日本国民に再

び軍国主義の道を歩ませようとする一連の注目すべき動きが見られる。日本

の文部省が教科書検定に際して，中国，朝鮮，東南アジア諸国に対する日本

の侵略の事実をゆがめ，日本軍国主義を美化しているのは，こうした動きの

中でも特に許しがたいものである。

　1，今，文部省が教科書検定の機をとらえて，日本軍国主義の侵略の事実

を否定しようとしているが，これは1943年のカイP宣言，45年のポッダム

宣言，日本降伏文書などの国際的な重要文書を無視し，また中日共同声明と

中日平和友好条約の原則に違反するものではないだろうか。これがどうして

日本一国の「内政」だといえるのだろうか。

　1，最近，日本に現れた中日友好に反対する一部の勢力は，突然やって来

たものでもなけれぽ，またさっと消えて行くものでもない。侵略戦争の教訓
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教科書商題一nめ7－（勝野）

を・く｝み取らず，侵略戦争を美化する軍国主義着瞬諸時機鑓来だ老思忌込みバ

再び「大東亜共栄圏∫の夢をむさぼろうとしているのである♂：　　　－t

　1，教科書の歴史を改ざんし，軍国主義を賛美する「大日本帝国」など一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いはい連の反動的映画を上映し，軍国主義分子の位牌を祭ってある靖国神社を公式

参拝し，憲法改正を画策し，中国の領土である台湾との間に公式関係の樹立

を図るなど，これらはみな厳しい注意を払うべき傾向である。

　　この中国共産党機関紙『人民日報』一が社説で教科書問題を取りあげたの

　は初めてのことであり，これにより中国側は，その厳重抗議・批判の姿勢

　を一段と鮮明にしたのである。

　8・15　　中国『人民日報』1・「などが首相らの靖国神社参拝を批判。．

　『人民日報』はルポ「東京靖国神社観察記上を掲載し，靖国神社参拝を煽

動することは’r教科書書き換え同様，軍国主義復活の世論をつくるための下

心のある活動だ」と批判。’

　なお，8月16’日付『光明日報』は，8・15ルポ「日本はどこにいくのか」’

を掲載し，この日武道館で「全国戦没者追悼式」が行われs’鈴木首相ら閣僚

が靖国神社を参拝し，街頭では右翼が軍歌を流し「大東亜戦争は正義の戦

争」’などと呼んだ，等のことを取りあげて・「軍国主義を復活させようとする

危険性がある」と指摘し，反戦・平和の集会が各地で開かれたことも合わせ

て紹介し，．「現在の日本人民は戦前の人民とは違う。戦前の道を歩もうとた

くらむ勢力がいかにこうかつであっても，’．すでに目覚めた人民は彼らのたく

らみを容易に許しはしない」と論評。

　8・15　韓国の全斗換大統領が「日帝の侵略」を強調し，文部省検定を

間接的に批判。’

　全斗換大統領は「光復節記念式典」で演説し，創氏改名・強制連行め事実

に触れ℃これちを「強要しなかった」とする日本文部省を批判。「異民族

の支配の苦痛が骨身にしみている。血と涙，悲痛とため息で彩られたいたま

しts試練は，メ巴れを味わうた民族でなければだれも理解できない」、と述べ，
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また且本植民地下で◎歴史的事実に触池て阻帝の銃剣めもとで生命を失

い，自由と財産を根こそぎはく奪され，貧困と圧迫の長い年月を過ごさざる

を得なかった。人間の最小限の象徴である名前と言葉まで奪われた。強制徴

用で連れて行かれ酷使された同胞がシベリア，・サハリ・ン，中国などにいまだ

に故郷を思いなカミら望郷の涙を流している。数十万の在日同胞があらゆる差

別待遇の中で生きてし・る現実も，植民地時代の悲しい所産である」と強調。

さらに分断の現実ilelo．いても「日帝による強制占領がなかったら祖国はけっ

して分断されなかったこどは，．いうまでもない」と，分断についての日本の

，．：／責任にも言及。

　8・15．光復節を祝うソウル市内で対日糾弾集会やデモ。．

　ソウル市内の南山公園の安重根記念館前で，．大韓老人会の会員2’，　OOO，人余

が日本の教科書問題を糾弾する集会を開き，光復節を祝う宣言を発表後，日

本の教科書問題と一部閣僚の発言を糾弾する決議文を採択。またt一独立運動

関係者を記念する‘「光復会」メンバー約11，500人が国立墓地で集会を開き，

日本の教科書問題を批判する決議文を発表し元その後パゴダ公園から日本大

使館までデモ行進㌧　　　　　“　　　　　　”t

　18・ユ5　　フ務リピソ新聞が文部省「歴史改ざん」を批判し，強い警戒心

を示す。．　　　　　　　　’　　，’　　　　一　　　　　　　・

　フィリピソ紙『ワールド・ニュース』は，t”　’一日本の第二次世界大戦史改ざん

を批判する記事を掲載し「この侵略の血まみれの歴史を否定することは許さ

れないし，また否定できない」と強調し，さらに「日本ばその異常な経済発

展と対外拡張を追求する必要によってあの侵略戦争を引き起こした。今日，

日本は再び経済的拡張の必要を感じている。日本の歴史の改ざんは，けっし

て偶然ではない」と強い警戒心を表明。．

　8・．15　ベトナム共産党機関紙『ニャソザン』が論評「世界は40年前を

忘れてはいない」を掲載。一’tt・’．／：t　　・一ゴ『　　　　，・

　同論評は，第二次大戦中i’1日本軍国主義者が東南アジア諸国を侵略した事
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l慰ばハノイなど醜趨寧綱も培艦主ごン㌧1三で：c∵二已
1饗㌧’、・　　一、　三　　　ピー一　二≦○てご㌔∵ノ∴：，三ン
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